
 

 

 

長期化するコロナ禍での影響や、昨今の原油高・物価高騰、不安定な国際情勢

などから、厳しい経営環境に置かれている状況を鑑み、市内の

小規模企業者の皆様を対象に、事業に用いる電気使用料の 

一部を補助します。 

 

【対象者】次の要件をすべて満たす必要があります。 

（１） 小規模企業者であること 

（２） 小田原市内に事業所(本社、支社、工場、研究(部門)所、店舗等)があること 

 (３) 交付申請日において創業から 12 か月を経過していること 

 (４) 市税及び小田原市に対する債務の支払い等の滞納がないこと 

 (５) 同一の事業所で２回以上の申請をしていないこと 

 (６) 電気料金に関して、国・県・市町村より他の補助金等の受給がないこと 

 (７) 電気料金の契約者が申請者(使用者)と同一であること(自宅兼店舗等で、事業用の電

気料金のみが把握できない場合などは、対象外) 

 (８) みなし大企業でないこと 

 (９) 政治・経済・文化団体、宗教法人・団体でないこと 

 (10) 小田原市暴力団排除条例に基づく暴力団でないこと。代表者又は役員のうちに暴力

団員に該当するものがある法人でないこと。法人格を持たない団体にあっては、代

表者が暴力団員に該当しないこと。 

 (11) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第３条第１項の適用を受けた飲

食店（公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのないものを除く）及び

第２条第５項に定める性風俗関連特殊営業を行う者でないこと 

 (12) 事業を営むにあたって、関連する法令及び条例等を遵守していること 

 (13) 公序良俗に反する等のその他市長が適当でないと認めるものでないこと 

  

【補助金額】 

令和４年４月から９月まで支出済みの電気料金(税込)と、前年同時期の電気料金の差額に、

補助率(２分の１)を乗じた金額 

※千円未満の端数は切捨て  ※上限２０万円 

【補助金の申請受付期間】 

令和４年 10 月３日（月）から 令和５年２月 28 日（火）まで（消印有効） 

※ただし、予算に達した時点で終了となります。  

小田原市電気料高騰緊急支援事業

裏面もご覧ください 

間もなく受付終了です 
申請はお早めに！！ 



 

【提出書類】（１～４、８の書類は、市ホームページからダウンロードできます） 

１ 補助金交付申請書   

２ 小規模企業者の要件に関する証明書 

３ 電気料等調書 

４ 電気料高騰緊急支援補助金誓約書 

５ （法人の場合）履歴事項全部証明書 

   （個人事業主の場合）所得税確定申告書（第一表）の写し 

６ 令和４年４月～９月及び令和３年４月～９月の電気料金領収書 

７ 申請日から３か月以内に発行された市税「納税証明書（完納証明書）」 

８ 口座振替依頼書 

 

【申請方法】 

提出書類をすべて揃えたら、次の方法で申請してください。 

１ 電子申請システムからの申請 

電子申請システム URL 

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142069-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=38078 
 

２ 郵送による申請 

   電子申請システムを利用できない場合や、インターネットを利用できる

環境にない場合は、郵送でも受け付けています。 

 

【問い合わせ先・申請書送付先】 

〒250-8555 小田原市荻窪 300 番地（市役所４階） 

小田原市役所 経済部 産業政策課 産業政策係 

電話：0465-33-1758（直通） 受付時間：８時 30分～17時 15 分 

 

【市ホームページ】 

https://www.city.odawara.kanagawa.jp/municipality/industry/taisaku/P34693.html  

 

☜ 申請方法や対象要件などの詳細は、市ホームページをご確認 

ください。 


